
生駒市地域生活支援事業委託契約書 

 

 生駒市（以下「甲」という。）と 社会福祉法人 いこま （以下「乙」という。）は、生駒

市障がい者等個別支援事業等実施要綱（令和５年４月１日施行。以下「要綱」という。）の

規定に基づく事業について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

 （信義則） 

第１条 甲と乙は、各々の対等な立場における合意に基づいて契約を締結し、信義に従って誠実

にこれを履行するものとする。 

 

（中略) 

 

  

上記の契約を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

  

令和７年４月１日 

 

 

 

 

甲  奈良県生駒市東新町８番３８号 

 

生駒市長 小紫 雅史       

 

乙  生駒市○○町○番○号 

     社会福祉法人 いこま 

      

代表 生駒 たろう 

 

別表 

 

 （後略） 

 

委託事業      

記入例 

法人印 

印 

必須（実施する事業：移動支援等） 

同じにして下さい。 


